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(57)【要約】
【課題】プール等の水中において高い防滑性を有する水
中運動用レッグウェアを提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る水中運動用レッ
グウェア１は、水中運動のためのレッグウェアであって
、少なくとも中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に相当す
る部分を覆う足底部２０を備え、足底部２０は、ポリ塩
化ビニル、ポリウレタン、及び、ゴムのうちの少なくと
も何れか１つを主成分とし、天然皮革の皺を模した凹凸
模様を表面に有する合成皮革からなる。これにより、プ
ール等の水中での防滑性を高めることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水中運動のためのレッグウェアであって、
　少なくとも中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に相当する部分を覆う足底部を備え、
　前記足底部は、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、及び、ゴムのうちの少なくとも何れか
１つを主成分とし、天然皮革の皺を模した凹凸模様を表面に有する合成皮革からなる、
水中運動用レッグウェア。
【請求項２】
　前記足底部は、第５趾側の足側部まで覆う、請求項１に記載の水中運動用レッグウェア
。
【請求項３】
　足甲部を覆う足甲部を更に備え、
　前記足甲部は、多孔構造をなしている、請求項１又は２に記載の水中運動用レッグウェ
ア。
【請求項４】
　前記足底部は、中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に相当する部分のみを覆う、請求項１
～３の何れか１項に記載の水中運動用レッグウェア。
【請求項５】
　踵部を周回して前記足底部及び前記足甲部を固定する踵帯部を更に備え、
　前記踵帯部は、長さ調節機構を有している、請求項４に記載の水中運動用レッグウェア
。
【請求項６】
　前記足底部及び前記足甲部における爪先部は、少なくとも二股に分割する仕切り構造を
有している、請求項１～５の何れか１項に記載の水中運動用レッグウェア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水中運動の際に着用するレッグウェアに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、リハビリテーションやダイエット等を目的として、水中歩行やアクアビクス等の
水中運動が注目されている。この種の水中運動では、運動性を高めるために、足の滑りを
低減することが要望されている。
【０００３】
　この点に関し、特許文献１～３には、水中運動の際に着用するためのレッグウェアが開
示されている。これらのレッグウェアでは、中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に相当する
部分のみに足底部が形成されている。すなわち、踵部の足底側に相当する部分に足底部が
形成されていない。これにより、防滑性を高めつつ、水抜き性を高めることができるとし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１９４７２号公報
【特許文献２】特開２０００－１６６６０８号公報
【特許文献３】特開２０００－２１７６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１～３に開示のレッグウェアの足底部は、一般的な靴底を流用
するものである。本願発明者らの研究によれば、濡れた地面での防滑性を目的とする一般
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的な靴底では、プール等の水中における防滑性は低いという知見を得ている。
【０００６】
　そこで、本発明は、プール等の水中において高い防滑性を有する水中運動用レッグウェ
アを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、足底部に、天然皮革の皺を模した凹凸模様を
表面に有する合成皮革を用いると、プール等の水中での防滑性を高めることができること
を見出した。
【０００８】
　そこで、本発明の水中運動用レッグウェアは、少なくとも中足骨骨頭部及び趾骨部の足
底側に相当する部分を覆う足底部を備え、足底部は、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、及
び、ゴムのうちの少なくとも何れか１つを主成分とし、天然皮革の皺を模した凹凸模様を
表面に有する合成皮革からなる。
【０００９】
　この水中運動用レッグウェアによれば、少なくとも中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に
相当する部分を覆う足底部が、天然皮革の皺を模した凹凸模様を表面に有する合成皮革か
らなるので、プール等の水中での防滑性を高めることができる。例えば、母趾球周辺によ
る床面のグリップから足趾先端による蹴り出し完了までの防滑性を高めることができる。
その結果、水中での歩行速度を高めることができ、水による抵抗力を高めることができ、
水中での運動性を高めることができる。
【００１０】
　上記した足底部は、第５趾側の足側部まで覆うことが好ましい。ここで、健常者の歩行
を想定し、床面に対する足底部の体重や力の移動順序について説明する。まず、踵のやや
外側寄りが接地し、続いて外踏まず部後方から徐々に前方へ移行し、第５趾（小指）の付
け根に達したのち、足底を横切って第１趾（親指）の付け根までローリングさせ、そのま
ま第１趾（親指）の反りなりにピッチングさせ、力を次第に第１趾爪先部へ移動し、最後
に各趾で地面を強く蹴って前進するといわれている。よって、歩行や運動における足底の
床面接地時には内反側に力が働くため、特に第５趾の足底部と側面に力が加わることとな
る。この構造によれば、足底部が第５趾側の足側部まで覆うので、プール等の水中での防
滑性を効率よく得ることができる。また、足甲側の生地が床面にすれることを抑制するこ
とができ、耐久性を高めることができる。
【００１１】
　また、上記した水中運動用レッグウェアは、足甲部を覆う足甲部を更に備え、足甲部は
多孔構造をなしていることが好ましい。この構造によれば、レッグウェア内に水が滞るこ
となく、足の動きに応じて瞬時に水を排出することができる。これにより、着用者の快適
性を高めることができる。
【００１２】
　また、上記した足底部は、中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に相当する部分のみを覆う
ことが好ましい。この構造によれば、歩行や運動における体重前方移動の後半から足趾先
端による蹴り出しに至る足底接地部分のみを効率的にカバーすることができ、必要最低限
の被覆量で最大の防滑性を得ることができる。また、水掃け性を高めることができ、着用
者の快適性を高めることができる。
【００１３】
　また、上記した水中運動用レッグウェアは、踵部を周回して足底部及び足甲部を固定す
る踵帯部を更に備え、踵帯部は長さ調節機構を有していることが好ましい。この構造によ
れば、フィット感を調整することができる。また、足の大きさに依存することなく使用す
ることができる。
【００１４】
　また、上記した足底部及び前記足甲部における爪先部は、少なくとも二股に分割する仕



(4) JP 2012-245257 A 2012.12.13

10

20

30

40

50

切り構造を有していることが好ましい。この構造によれば、爪先部を二股に分割する仕切
り構造によって、水中運動時にレッグウェアが左右に回転してしまうことを抑制すること
ができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、プール等の水中において高い防滑性を有する水中運動用レッグウェア
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る水中運動用レッグウェアを前内側から示す斜視図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る水中運動用レッグウェアを外側面から示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る水中運動用レッグウェアを足底側から示す斜視図であ
る。
【図４】本発明の実施例１に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示す
拡大図である。
【図５】本発明の実施例２に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示す
拡大図である。
【図６】本発明の実施例３に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示す
拡大図である。
【図７】本発明の比較例１に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示す
拡大図である。
【図８】本発明の比較例２に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示す
拡大図である。
【図９】本発明の比較例３に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示す
拡大図である。
【図１０】本発明の比較例４に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示
す拡大図である。
【図１１】本発明の比較例５に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示
す拡大図である。
【図１２】本発明の比較例６に係る水中運動用レッグウェアの足底部の表面を拡大して示
す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の水中運動用レッグウェアの好適な実施形態について詳細
に説明する。なお、水中運動用レッグウェアは左右略対称であるので、以下では左のみに
よって説明する。また、各図面において同一又は相当の部分に対しては同一の符号を附す
こととする。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る水中運動用レッグウェアを前内側から示す斜視図で
あり、図２は、本発明の一実施形態に係る水中運動用レッグウェアを外側面から示す図で
あり、図３は、本発明の一実施形態に係る水中運動用レッグウェアを足底側から示す斜視
図である。なお、図１～３では、着用状態の水中運動用レッグウェアを示している。図１
～３に示す水中運動用レッグウェア１は、足甲部１０と、足底部２０と、踵帯部３０と、
調節部４０とを備えている。
【００１９】
　足甲部１０は、着用者の足甲部を被覆する。足甲部１０には、伸縮性を有する生地、例
えば、ダブルラッセル編み生地等が用いられる。特に、足甲部１０は足幅方向に伸縮性を
有することが好ましい。また、足甲部１０は、多孔構造（メッシュ形状）となっている。
【００２０】
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　足底部２０は、着用者の足裏側において、中足骨骨頭部及び趾骨（指節骨）部の足底側
に相当する部分を被覆する。足底部２０には、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、及び、ゴ
ムのうちの少なくとも何れか１つを主成分とし、天然皮革の皺（所謂、しぼ）を模した凹
凸模様を表面に有する合成皮革（人工皮革、人造皮革）が用いられる。
【００２１】
　ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、及び、ゴムを用いることにより、着用者の体重により
足底部２０が適度に変形し、水中における床面との摩擦を瞬時に高めることができる。そ
の結果、水中における防滑性を効果的に発揮することができる。中でも、ポリ塩化ビニル
は、塩素等のプール消毒薬に対する耐薬品性に優れており、なおかつ機械的耐久性にも優
れているため好適である。
【００２２】
　また、足底部２０は、着用者の第５趾側の足側部も覆う。ここで、歩行や運動における
足底の床面接地時には内反側に力が働くため、第５趾側の足外側は、底面よりもやや甲側
の部分が床面に接することとなる。よって、足底部２０は、第５趾側の足外側の足側部に
おいて、底面よりもやや甲側に向けて広域に配置する。
【００２３】
　足甲部１０と足底部２０とは、それぞれ爪先縁部１１，２１、第５趾（小指）側の外側
縁部１２，２２、及び、第１趾（親指）側の内側縁部１３，２３において互いに縫着され
ている。また、足甲部１０の足首側縁部、及び、足底部２０の踵側縁部には、それぞれ、
伸縮性を有するテープ１４，２４が縫着されている。
【００２４】
　また、足甲部１０と足底部２０とによって形成される爪先部には、第１趾（親指）と第
２趾（人指し指）との間を二股に分割する仕切り５０が設けられている。例えば、第１趾
と第２趾との間において、足甲部１０が足底部２０に縫着される。これにより、第１趾と
その他の趾とを別々に収納できるようになっている。足甲部１０及び足底部２０には、踵
帯部３０が設けられている。
【００２５】
　踵帯部３０は、着用者の踵を周回することにより、足甲部１０及び足底部２０を着用者
の足に固定するものである。踵帯部３０には、例えば、伸縮性を有する帯状のテープが用
いられる。踵帯部３０における第５趾側の外側端部は、足甲部１０と足底部２０との接合
部において、テープ１４，２４に縫着されている。一方、踵帯部３０における第１趾側の
内側端部は、足甲部１０と足底部２０との接合部におけるテープ１４，２４に、調節部４
０を介して止着されている。
【００２６】
　調節部４０は、Ｚカン４１と、Ｚカン４１を勘合するための複数の孔部４２とから構成
されている。Ｚカン４１は、踵帯部３０の内側端部に固定されている。一方、複数の孔部
４２は、足底部２０におけるテープ２４において、踵帯部３０の延長上に直列に形成され
ている。この調節部４０によれば、Ｚカン４１を勘合する孔部４２を選択することにより
、踵帯部３０の止着位置を調節することができ、踵帯部３０の長さを調節することができ
る。
【００２７】
　この本実施形態の水中運動用レッグウェア１によれば、中足骨骨頭部及び趾骨部の足底
側に相当する部分を覆う足底部２０が、天然皮革の皺を模した凹凸模様を表面に有する合
成皮革からなるので、プール等の水中での防滑性を高めることができる。以下では、この
作用効果について考察する。
【００２８】
　図４は、本実施形態（及び、後述する実施例１）の水中運動用レッグウェアの足底部の
表面を拡大して示す拡大図である。図４（ａ）では拡大率３０倍、図４（ｂ）では拡大率
５０倍、図４（ｃ）では拡大率１００倍である。
【００２９】
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　図４に示すように、合成皮革の表面は、細部にわたりランダムな方向に皮膚状の溝Ａを
有している。床面接地の際、この溝Ａを伝って水がはけ、溝Ａに囲まれた凸状領域Ｂと床
面との間の水の層（膜）がなくなり、凸状領域Ｂが床面に限りなく密着するものと考えら
れる。また、着用者の体重により、凸状領域Ｂが適度に変形することで、凸状領域Ｂが床
面に限りなく密着するものと考えられる。これらにより、凸状領域Ｂにおける摩擦抵抗を
瞬時に高めることができるものと考えられる。
【００３０】
　また、表面の平坦性が比較的粗いプール底面には、比較的に平坦性が高い凸状領域Ｂで
あって、水の浮力によって荷重が制限された着用者の体重により適度に変形する凸状領域
Ｂが適していると考えられる。
【００３１】
　このようにして、例えば、母趾球周辺による床面のグリップから足趾先端による蹴り出
し完了までの防滑性を高めることができる。その結果、水中での歩行速度を高めることが
でき、水による抵抗力を高めることができ、水中での運動性を高めることができる。
【００３２】
　更に、歩行や運動における体重前方移動の後半から足趾先端による蹴り出しに至る足底
接地部分のみを効率的にカバーすることができ、必要最低限の被覆量で最大の防滑性を得
ることができる。また、水掃け性を高めることができ、着用者の快適性を高めることがで
きるとともに、水中運動時の抵抗を軽減することができる。
【００３３】
　また、本実施形態の水中運動用レッグウェア１によれば、足底部２０が、第５趾側の足
側部において、底面よりもやや甲側に向けて広域に配置されているので、足底の床面接地
時に内反側に力が働いて第５趾側の足側部が床面に接しても、プール等の水中での防滑性
を効率よく得ることができる。また、足甲部１０や、足甲部１０と足底部２０との縫着部
が床面にすれることを抑制することができ、耐久性を高めることができる。
【００３４】
　また、本実施形態の水中運動用レッグウェア１によれば、足甲部１０が多孔構造をなし
、例えば足幅方向に伸縮性を有するので、レッグウェア内に水が滞ることなく、足の動き
に応じて瞬時に水を排出することができる。これにより、着用者の快適性を高めることが
できるとともに、水中運動時の抵抗を軽減することができる。
【００３５】
　また、本実施形態の水中運動用レッグウェア１によれば、調節部４０によって踵帯部３
０の長さを調節することができるので、フィット感を調整することができる。また、足の
大きさに依存することなく使用することができる。また、調節部４０が第１趾側の内側に
設けられているので、周囲の人に対する安全性を損なうことがない。
【００３６】
　また、本実施形態の水中運動用レッグウェア１によれば、爪先部が、第１趾とその他の
趾とを二股に分割する仕切り５０を有しているので、水中運動時にレッグウェアが左右に
回転してしまうことを抑制することができる。
【００３７】
　なお、本発明は上記した本実施形態に限定されることなく種々の変形が可能である。例
えば、本実施形態では、爪先部における第１趾（親指）と第２趾（人指し指）との間を二
股に分割する構造を例示したが、第１趾（親指）、第２趾（人指し指）、第３趾（中指）
、第４趾（薬指）、及び、第５趾（小指）の何れかの指の間を少なくとも二股以上に分割
してもよい。
【００３８】
　また、本実施形態では、調節部としてＺカン及び複数の孔部とからなるフック構造を例
示したが、調節部はこれに限定されるものではない。例えば、調整部としては、マジック
テープ等も適用可能である。
【００３９】
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　また、本実施形態では、足底部が中足骨骨頭部及び趾骨部の足底側に相当する部分のみ
を被覆する形態を例示したが、足底部が踵部の足底側に相当する部分まで被覆する形態で
あっても本発明の特徴が適用可能である。
【実施例１】
【００４０】
　図１～３に示す本発明の実施形態のレッグウェア１を実施例として製作し、防滑性の評
価を行った。この評価では、実施例と比較例との対比評価を行った。
【００４１】
　ここで、実施例、及び、本実施例に対して対比を行った比較例を以下に示す。
（実施例１）
【００４２】
　実施例１のレッグウェアでは、足底部として、ポリ塩化ビニルを主成分とし、天然皮革
の皺を模した凹凸模様を表面に有する（所謂、しぼ加工した）合成皮革を使用した。図４
に、実施例１のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。図４（ａ）では拡大率３０
倍、図４（ｂ）では拡大率５０倍、図４（ｃ）では拡大率１００倍である。図４に示すよ
うに、実施例１のレッグウェアにおける足底部の表面は、皮膚状の溝Ａと、溝Ａに囲まれ
た凸状領域Ｂであって立体的な凸状領域Ｂと床面とを有している。また、実施例１のレッ
グウェアにおける足底部の表面は、ツヤがあり、しっとり感がある。なお、実施例１のレ
ッグウェアにおける足底部の厚さは、約０．５１ｍｍであった。
（実施例２）
【００４３】
　実施例２のレッグウェアでは、実施例１と同様に、足底部として、ポリ塩化ビニルを主
成分とし、天然皮革の皺を模した凹凸模様を表面に有する（所謂、しぼ加工した）合成皮
革を使用した。図５に、実施例２のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。図５（
ａ）では拡大率３０倍、図５（ｂ）では拡大率５０倍、図５（ｃ）では拡大率１００倍で
ある。図５に示すように、実施例２のレッグウェアにおける足底部は、表面における皮膚
状の溝Ａがやや浅い点、表面のツヤがなく乾燥した感じである点において実施例１と異な
り、その他の点は実施例１と同様である。なお、実施例２のレッグウェアにおける足底部
の厚さは、約０．４８ｍｍであった。
（実施例３）
【００４４】
　実施例３のレッグウェアでは、実施例１と同様に、足底部として、ポリ塩化ビニルを主
成分とし、天然皮革の皺を模した凹凸模様を表面に有する（所謂、しぼ加工した）合成皮
革を使用した。図６に、実施例３のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。図６（
ａ）では拡大率３０倍、図６（ｂ）では拡大率５０倍、図６（ｃ）では拡大率１００倍で
ある。図６に示すように、実施例３のレッグウェアにおける足底部は、表面における凸状
領域Ｂがやや平坦である点、表面のツヤがなく乾燥した感じである点において実施例１と
異なり、その他の点は実施例１と同様である。なお、実施例３のレッグウェアにおける足
底部の厚さは、約０．５１ｍｍであった。
（比較例１）
【００４５】
　比較例１のレッグウェアでは、足底部として、ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂
を使用した。図７に、比較例１のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。図７（ａ
）では拡大率３０倍、図７（ｂ）では拡大率５０倍、図７（ｃ）では拡大率１００倍であ
る。図７に示すように、比較例１のレッグウェアにおける足底部は、天然皮革の皺を模し
た凹凸模様を表面に有さない（所謂、しぼ加工しない）点、表面のツヤがなく乾燥した感
じである点において実施例１と異なり、その他の点は実施例１と同様である。なお、比較
例１のレッグウェアにおける足底部の厚さは、約０．４８ｍｍであった。
（比較例２）
【００４６】
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　比較例２のレッグウェアでは、足底部として、天然ゴムを使用する点において実施例１
とことなる。図８に、比較例２のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。図８（ａ
）では拡大率３０倍、図８（ｂ）では拡大率５０倍、図８（ｃ）では拡大率１００倍であ
る。図８に示すように、比較例２のレッグウェアにおける足底部は、表面に規則的で立体
感のある凸部を有する点において実施例１と異なり、その他の点は実施例１と同様である
。なお、比較例２のレッグウェアにおける足底部の厚さは、約１．８３ｍｍであった。
（比較例３）
【００４７】
　比較例３のレッグウェアでも、足底部として、天然ゴムを使用する点において実施例１
とことなる。図９に、比較例３のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。図９（ａ
）では拡大率３０倍、図９（ｂ）では拡大率５０倍、図９（ｃ）では拡大率１００倍であ
る。図９に示すように、比較例３のレッグウェアにおける足底部は、表面に規則的で立体
感のある織り模様を有する点において実施例１と異なり、その他の点は実施例１と同様で
ある。なお、比較例３のレッグウェアにおける足底部の厚さは、約２．６９ｍｍであった
。
（比較例４）
【００４８】
　比較例４のレッグウェアでは、足底部として、改質ＡＢＳ系弾性樹脂を使用する点にお
いて実施例１とことなる。図１０に、比較例４のレッグウェアにおける足底部の拡大図を
示す。図１０（ａ）では拡大率３０倍、図１０（ｂ）では拡大率５０倍、図１０（ｃ）で
は拡大率１００倍である。図１０に示すように、比較例４のレッグウェアにおける足底部
は、表面に様々な大きさの気泡が不規則に点在している点において実施例１と異なり、そ
の他の点は実施例１と同様である。なお、比較例４のレッグウェアにおける足底部の厚さ
は、約０．７５ｍｍであった。
（比較例５）
【００４９】
　比較例５のレッグウェアでは、足底部として、発砲塩化ビニルを使用する点において実
施例１とことなる。図１１に、比較例５のレッグウェアにおける足底部の拡大図を示す。
図１１（ａ）では拡大率３０倍、図１１（ｂ）では拡大率５０倍、図１１（ｃ）では拡大
率１００倍である。図１１に示すように、比較例５のレッグウェアにおける足底部は、表
面に、荒い編み形状であり、不規則な大きさである凹凸を有する点において実施例１と異
なり、その他の点は実施例１と同様である。なお、比較例５のレッグウェアにおける足底
部の厚さは、約１．１２ｍｍであった。
（比較例６）
【００５０】
　比較例６のレッグウェアでは、足底部として、合成ゴムからなる合成樹脂を使用する点
において実施例１と異なる。図１２に、比較例６のレッグウェアにおける足底部の拡大図
を示す。図１２（ａ）では拡大率３０倍、図１２（ｂ）では拡大率５０倍、図１２（ｃ）
では拡大率１００倍である。図１２に示すように、比較例６のレッグウェアにおける足底
部は、規則的な溝を有し、立体感がある表面を有する点において実施例１と異なり、その
他の点は実施例１と同様である。なお、比較例６のレッグウェアにおける足底部の厚さは
、約３．４５ｍｍであった。
（比較例７）
【００５１】
　比較例７のレッグウェアは、特許文献１に開示のレッグウェアに相当する他社商品であ
る。すなわち、比較例７のレッグウェアの足底部は、ゴムを使用する点、及び、一般的な
靴底を流用して表面に凹凸を形成する点において実施例１と異なる。
【００５２】
　本評価では、本発明の実施例１～３及び比較例１～６をそれぞれ着用し、プールでの水
中歩行における防滑性の評価を行った。これらの評価結果を表１に示す。表１では、防滑
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じた場合に三角印で、低いと感じた場合にばつ印で示している。
【表１】

【００５３】
　この評価結果によれば、実施例１～３のように、足底部として合成皮革を用いることに
より、プール等の水中での防滑性を高めることができた。
【００５４】
　また、本評価では、本発明の実施例１及び比較例７をそれぞれ着用し、プールにおいて
約２３ｍの水中歩行を行ったときの歩行時間の測定を行った。なお、比較のために、裸足
での水中歩行時間の測定も行った。本評価の被験者は２人であり、水中歩行時間の測定回
数は２回である。これらの評価結果を表２に示す。また、測定した歩行時間の平均値に基
づく下式より酸素摂取量を換算し、換算した酸素摂取量に基づいて消費カロリーを換算し
た。これらの結果を表３に示す。
消費カロリー(kcal/min.)＝酸素摂取量(L/min.)×5
酸素摂取量(L/min.)＝0.3540ｘ2－0.722ｘ＋0.88
ここで、ｘは、測定した歩行時間の平均値から換算した歩速(km/h)である。
（小野くみ子、小野寺昇ら、「水中トレッドミル歩行およびプール歩行における心拍数、
直腸温、酸素摂取量の変化」、川崎医療福祉学会誌、Ｖｏｌ．１４、Ｎｏ．２、２００５
、ｐ．３２３－３３０）
【表２】
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【００５５】
　これらの評価結果によれば、実施例１を着用したときの歩行時間が、裸足での歩行時間
に比べて、被験者１で約３．７０秒、被験者２で約４．６７秒も短縮した。これより、水
中運動において、実施例１は効果的に防滑性を発揮するとともに、効率的にレッグウェア
内の水を排出し運動性を維持することができたものと考えられる。また、実施例１を着用
したときの消費カロリーが、裸足の場合の消費カロリーに対して、被験者１及び被験者２
ともに約１．２倍以上であった。これより、実施例１はダイエットや健康維持への貢献も
期待できる。
【符号の説明】
【００５６】
　１…水中運動用レッグウェア、１０…足甲部、１１，２１…爪先縁部、１２，２２…外
側縁部、１３，２３…内側縁部、１４，２４…テープ、２０…足底部、２４…テープ、３
０…踵帯部、４０…調節部、４１…Ｚカン、４２…孔部。

【図１】 【図２】
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